
古賀市企業立地促進支援措置　申請手順

事前協議
操業開始の前まで

操業開始

指定申請

年 月 日まで

年 月 日

操業開始日から直近の

１月１日から１月３１日まで

操業開始日から

１年６月経過後直近の

１月１日から１月３１日まで

操業開始日から

１年経過後直近の

１月１日から１月３１日まで

～
年１月 １日

年１月３１日

～
年１月 １日

年１月３１日

～
年１月 １日

年１月３１日

操業開始日から１月以内

年 月 日まで

本社等立地交付金

の申請
雇用奨励金の申請

固定資産税

課税免除の申請

２

３

４ ５

年 月 日[土地取得]

～

年 月 日

年 月 日

に正規雇用した従業員が対象

～

年 月 日

年 月 日

に転入した従業員が対象

※ 年１月１日時点で

古賀市民である者に限る
※ 年１月１日時点で

古賀市民である者に限る

１

※福岡県へ企業立地計画の申請

（工事着手前に承認）

６


